
別紙 

佐賀県ＩＣＴ利活用教育推進協議会規約 

佐賀県教育委員会 

（目的） 

第１条 佐賀県教育委員会及び市町教育委員会が、相互に連携・協力し、ＩＣＴの利

活用による教育の情報化を推進するため、佐賀県ＩＣＴ利活用教育推進協議会（以

下「推進協議会」という。）を設立する。 

（事業） 

第２条  推進協議会の事業は、次のとおりとする。 

（１）ＩＣＴ利活用による教育推進のための情報交換と施策連携に関する事業 

（２）その他推進協議会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 

第３条 推進協議会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。 

２ 会長は、佐賀県教育長をもって充てる。 

３ 副会長は、佐賀県市町教育長会連合会会長をもって充てる。 

４ 会員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

５ その他、上記以外に会長が必要と認めた者をもって会員に充てることができる。 

（会長、副会長及び会員の任期） 

第４条 会長、副会長及び会員の任期は、１事業年度とする。ただし、再任を妨げない。 

（会長、副会長の職務） 

第５条 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会員を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議等） 

第６条 推進協議会の会議は、会長が招集し、これを主催する。 

２  会長は、必要に応じて、会員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。 

（推進チーム） 

第７条 推進協議会に推進チームを置き、第２条に掲げる事業について協議・連携を

行う。 

２ 推進チームの構成員は、会長が指名する者とする。 

３ 推進チームは、協議・連携した内容について推進協議会へ報告する。 

（事務局） 

第８条 推進協議会の事務を処理するため、県教育委員会に事務局を置く。 

（その他） 

第９条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２３年７月２０日から施行する。 



  

 

〔別表〕 

佐賀県ＩＣＴ利活用教育推進協議会名簿 
(会員) 

№ 所  属 職 名 氏 名 備  考 

1 県教育委員会 教育長 池田 英雄 会長 
2 県教育委員会事務局 副教育長 福田 孝義  ※（下段参照） 
3 県統括本部 CIO 森本登志男  
4 Windows Classroom協議会 事務局長 中川  哲  

5 凸版印刷株式会社 部長 柳  篤宏 
（情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本
部新ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発ﾁｰﾑ）

6 鳥栖市教育委員会 教育長 天野 昌明  

7 神埼市教育委員会 教育長 田代 高規  
8 佐賀市教育委員会 教育長 東島 正明  
9 小城市教育委員会 教育長 今村 統嘉  
10 多久市教育委員会 教育長 中川 正博 副会長 
11 唐津市教育委員会 教育長 大塚  稔  
12 伊万里市教育委員会 教育長 森  哲也  
13 武雄市教育委員会 教育長 浦郷  究  
14 鹿島市教育委員会 教育長 江島 秀隆  
15 嬉野市教育委員会 教育長 杉﨑 士郎  
16 基山町教育委員会 教育長 大串 和人  
17 みやき町教育委員会 教育長 大坪 春美  
18 上峰町教育委員会 教育長 矢動丸壽之  

19 吉野ヶ里町教育委員会 教育長代理 久保 伸洋  
20 玄海町教育委員会 教育長 小栁  勉  
21 有田町教育委員会 教育長職務代理者 栗山  昇  
22 白石町教育委員会 教育長 江口 武好  
23 江北町教育委員会 教育長 赤坂  章  
24 大町町教育委員会 教育長 前川 幸治  
25 太良町教育委員会 教育長 松尾 雅晴  

※教育情報課長事務取扱のため、チームリーダーを兼ねる。 

（事務局） 

№ 所  属 職 名 氏 名 備  考 
1 

教育情報課 

情報企画監 廉  宗淳
2 副課長 山中 昭彦 事務局総括 
3 副課長 島川 尚久 システム担当 
4 指導主幹 森 伸一郎  
5 指導主幹 碇  浩一  
6 主幹 築波 真史

7 教育情報化推進担当係長 下村 昌弘  

8 係長 太田  敏  

 


